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●７月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
➡ ８月13日（火）まで

●2019年６月決算法人の確定申告と納付（法人税・消費税など）
★届出により申告期限の延長と見込納付制度あり（消費税を除く）。

➡ 決算応当日（月末決算では2019年９月２日（月））まで

●2019年12月決算法人の中間申告（法人税・消費税など）
➡ 決算応当日（月末決算では2019年９月２日（月））まで

●３か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税
額（国税）が400万円超の法人）のうち2019年９月・12
月・2020年３月決算法人の中間申告と納付
➡ 決算応当日（月末決算では2019年９月２日（月））まで

●１か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税
額（国税）の年税額が4,800万円超の法人）のうち５月・６
月決算法人を除く法人の中間申告と納付
➡ 決算応当日（月末決算では2019年９月２日（月））まで

●雇用保険被保険者資格取得届の提出（7月雇入分）
➡ ８月13日（火）まで

●外国人雇用状況届出書の提出（雇用保険の被保険者ではない
外国人の７月雇入・離職分）

➡ ９月２日（月）まで

●健康保険・厚生年金保険の保険料納付（７月分）
➡ ９月２日（月）まで

8 総務・経理のお仕事カレンダー

月の　　 と税務 労務

Column ８月給与支払い時の社会保険料
～随時改定にご注意～

　社会保険（健康保険・厚生年金保険）の保険料算定の
基礎となる標準報酬月額は、毎年４月から６月の報酬月額
を基に、９月分から改定されます（定時決定）。ところが４
月昇給の結果、同期間で２等級以上高い標準報酬月額とな
る場合は、７月分から改定されます（随時改定）。
　給与から社会保険料を控除するときは、この「随時改定」
では通常８月支払い給与から、新しく決定された保険料を
差し引くことになります。

　なお、昇給で雇用者の給与等の支給額が前期を越える
場合で一定要件を満たすときは、法人税で税額控除が適用
されますので資料の収集が必要です。

税務

（公認会計士・税理士　井村奨 ／ 特定社会保険労務士　井村佐都美）

●申告、納付期限等の日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日に当たるときは、
　その翌日が納付期限等の日となります。

労務

７月分の源泉所得税等の納付
雇用保険被保険者資格取得届の
提出（７月雇入分）



基本 キ税務基本のキ5分 で読める!

軽減税率対策補助金も課税対象？

　令和元年10月１日からの消費税軽減税率制度の導入に
対応するために、新たに複数税率対応レジ等を取得した
り、システムを改修等した場合には、「軽減税率対策補
助金」の交付を受けることができます。
　交付を受けた補助金は雑収入等として益金に算入され
ますが、「国庫補助金等の圧縮記帳制度」の適用により、

固定資産の取得価額を減額することで、課税の繰延べを
図ることができます。
　なお、圧縮記帳適用後の取得価額が30万円未満になっ
た場合には、中小企業者等は「少額減価償却資産の取得
価額の損金算入の特例」により一時に損金に算入するこ
とができます。

公認会計士・税理士　溝端浩人 ／ 税理士　松本栄喜

■ 軽減税率対応のレジを300,000円で購入し、補助金を200,000円受け取った場合

交付を受けた補助金の全額が益金に計上され、
レジは取得価額が30万円以上なので、取得
価額を基準に減価償却費が計上されます。

交付を受けた補助金の全額が益金に計上され
ますが、取得したレジの取得価額を減額し損
金算入 ( 圧縮記帳 ) することで、課税を翌事
業年度以降に繰り延べることができます。

＊青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額30万
円未満の減価償却資産を取得等し事業供用した場合には、
事業供用時に全額損金算入することができます。（年間
300万円が限度）

適用しない

適用する

取得価額300,000円を基に減価償却費を計上
　減価償却費 120,000 ／ 器具備品 120,000
　➡ 利益が80,000生じます。
　 雑収入（200,000）－ 減価償却費（120,000）

圧縮損を計上
　固定資産圧縮損 200,000 ／ 器具備品 200,000
　➡ 利益が0となります。
　 雑収入（200,000）－ 固定資産圧縮損（200,000）

取得価額100,000円を基に減価償却費を計上
減価償却費 40,000 ／ 器具備品 40,000

圧縮後に中小企業者等の少額減価償却資産の特例＊を適用
消耗品 100,000 ／ 器具備品 100,000

圧縮記帳 仕　　訳 内　　容

<取得日等> レジの取得日：期首、耐用年数：５年、償却方法：定率法（償却率：0.400）
<仕　　訳> 器具備品 300,000円 ／ 現 預 金 300,000円
 現 預 金 200,000円 ／ 雑 収 入 200,000円

（単位：円）

軽減税率対策補助金とは

　軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して

複数税率対応レジの導入等に要する経費の一部を補助する制度をいい、具体的には下記の３つの申請類型があります。

　なお、令和元年９月30日までに複数税率対応レジ等の導入等を終え、令和元年12月16日までに補助金の交付申請

を行う必要があります（Ｂ‒1型は同年６月28日までに申請）。

ここにも注目
!

問合先：軽減税率対策補助金事務局

軽減税率対象商品を将来にわたり継続的
に販売するために複数税率対応レジ又は
区分記載請求書等保存方式に対応した請
求書等を発行する券売機を導入等する必
要のある事業者が使える補助金

軽減税率対象商品を将来にわたり継続的
に取り扱うために、電子的受発注システ
ムの改修等を行う必要がある事業者が使
える補助金

軽減税率に対応するために必要となる区
分記載請求書等保存方式に対応した請求
書管理システムの改修等を行う必要があ
る事業者が使える補助金

複数税率対応レジの
導入等支援A型 受発注システムの

改修等支援B型 請求書管理システムの
改修等支援C型


